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基準緩和通所型サービス 
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介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。 

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されます 

ので、常に最新情報を入手するようにしてください。 

 

 

相模原市 高齢政策課 伊勢原市 介護高齢課 

 

サービス事業者のための介護予防・日常生活

支援総合事業運営の手引き 
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  ❏手引きで使用する表記❏ 

表 記 正 式 名 称 

規則 
伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成 28年伊勢

原市規則第号)  

 

要綱 

 

伊勢原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第４条第１項第

１号イに規定する第１号通所事業の実施に関する要綱。（平成２８年４月１日

施行） 

要綱 
１号イに規定する第１号通所事業の実施に関する要綱。（平成２８年４月１日

施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     介護保険制度は、伊勢原市が保険者となって運営しています。４０歳以上の方は、加入者（被保険者） 

となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払って介護サービスを利用できる 

仕組みです。 

 

 

 

 

 

                      １ 

伊勢原市 



 

要介護状態区分 利用できるサービス  

自立 市が行う介護予防事業市 

（地域支援事業） 

介護サービスは利用できません 

が、介護が必要とならないように 

介護予防事業に参加できます。 

        

要支援１ 事
業
対
象

者 

介護予防サービス 

（予防給付） 

介護予防・日常生活支 

援総合事業 

介護保険の対象ですが、要介護状 

態が軽く、生活機能が改善する可 

能性が高い人などが受けるサービ 

スです。 

        

要支援２ 

要介護１  

介護サービス 

（介護給付） 

日常生活で介助を必要とする度合

いの高い人で、生活の維持・改善 

を図るためのさまざまな介護サー 

ビスを利用できます。 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

          事業対象者及び要支援１・２の人は地域包括支援センターでケアプランを作成します。 

         要介護１～５の人は在宅サービスと施設サービスのどちらかを利用するか選択し、 

         ケアマネジャーがケアプランを作成します。 

 

 

          利用するサービスが決まったら、契約を結び、サービスを利用します。利用者は費 

         用の一部（１割又は２割若しくは３割）を負担します。 

 

(２) 介護サービスの類型 

 

居宅サービス           施設サービス        地域密着型サービス           

訪問型(予防含む) 

 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

小規模多機能型居宅介護(予防含む) 

訪問入浴介護(予防含む) 介護老人保健施設 夜間対応型訪問介護 

訪問リハビリテーション(予防含む) 介護療養型医療施設 地域密着型通所介護 

訪問介護(予防含む)  認知症対応型通所介護(予防含む) 

居宅療養管理指導(予防含む)  地域密着型介護老人福祉施設入所者生 

活介護 

通所介護(予防含む)  認知症対応型共同生活介護(予防含む) 

（グループホーム） 

通所リハビリテーション(予防含む)  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

福祉用具貸与(予防含む)   

特定福祉用具販売(予防含む)   

短期入所生活介護(予防含む)   

短期入所療養介護(予防含む)   

特定施設入居者生活介護(予防含む)   

介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業) 

国基準通所型サービス 国基準通所型サービス 短期集中訪問型サービス 

共生型訪問型サービス 共生型通所型サービス  

基準緩和訪問型サービス 基準緩和通所型サービス 短期集中通所型サービス 

 

 

２ 

⑤ケアプラン
作成 

⑥利用開始 



 

 

    このことにより、要支援者を対象に全国一律の基準で行われている介護予防給付のうち、訪問介護 

  と通所介護が総合事業に移管されました。新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、主に現行相当、 

基準緩和、住民主体サービスで構成され、伊勢原市では平成２８年４月から国基準通所型及び訪問型  

サービスを、平成２９年４月から基準緩和通所型サービスを開始しています。 

 

 

             

            

            

            

            

            

            

            

                ３                        

介護予防・ 

日常生活支 

援総合事業 

介護予防・ 

生活支援サ

ービス事業 

一般介護予

防事業 

訪問型サービス

(第 1 号訪問事業) 

通所型サービス

(第 1 号通所事業) 

国基準訪問型サービス 

【対象】 

①要支援者 

②事業対象者 

基準緩和通所型サービス 

共生型通所型サービス 

国基準通所型サービス 

住民主体サービス 

(訪問型)・・・未実施 

基準緩和訪問型サービス 

共生型訪問型サービス 

住民主体サービス 

(通所型)・・・未実施 



 

 

(１) 国基準通所型サービスと基準緩和通所型サービスの内容について 

   通所介護相当サービスと基準緩和通所型サービスのサービス内容は、次のとおり差異があります。 

 

サービス内容 国基準通所型サービス 基準緩和通所型サービス 

機能訓練 実施する(体操、リハビリ等) 実施する(軽体操等) 

レクリエーション 実施する 実施する 

入浴 任意 原則実施しない 

食事 任意 原則実施しない 

健康チェック 実施する 実施する 

送迎 実施する 原則実施しない 

提供時間 原則３～９時間 概ね２～５時間 

提供回数 ・要支援１、事業対象者 週１回 

・要支援２、事業対象者（要支援２

相当） 週１回～２回程度 

・要支援１、事業対象者 週１回 

・要支援２、事業対象者（要支援２ 

相当） 週１回～２回程度 

 

 

 

 

                         ４ 



 

 

   

                      ５ 



 

 

 

                       ６ 



 

 

 

                       ７ 



 

 

 

 

 

 

                      ８ 



 

 

(１) 個人情報の取扱（Ｐ４０参照） 

 

 

                       ９                                 



 

 

 

 

                     １０ 



 

 

 

         提出先：伊勢原市介護高齢課 

             提出方法：郵送又は来庁(ＦＡＸ不可) 

             様式：伊勢原市公式ホームページよりダウンロード 

             報告対象：ケガや死亡事故、感染症、誤薬、従業者の不祥事等 

             詳細は次のＵＲＬを確認してください。 

             
 
        ＜事故報告書様式、報告取扱要領等の掲載場所＞ 
           「伊勢原市ホームページ」のトップページ 
             → 「組織一覧」 
            → 「健康福祉部・介護高齢課」 
                 →  「事業者の皆様へ」 
                   →   「事故発生時の報告について」 
                     →   「取扱要領、事故報告書」 
 
                     １１ 

その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 



 

 

       ① 指定基準緩和通所型サービス事業が同時に一定の距離を置いた２つの場所で行われ、これらのサービスの 

         提供が一体的に行われているとは言えない場合 

       ② 午前と午後とで別の利用者に対して指定基準緩和通所型サービスを提供する場合 

  

 

 

（２）   (地域密着型) 通所介護と国基準通所型サービス、基準緩和通所型サービスの一体的運営 

   〇 人員基準・設備基準 

  ・通所介護若しくは地域密着型通所介護と国基準通所型サービス、基準緩和通所型サービスが同一の事業所にお 

   いて一体的に運営されている場合には、 

   ① 設備・備品は共用することができます。 

   ② 食堂及び機能訓練室(サービスを提供するために必要な場所)の面積要件については、通所介護若しくは 

    地域密着型通所介護と国基準通所型サービス、基準緩和通所型サービスを合わせた利用定員に応じて必要な 

    面積(利用者定員×３㎡)が確保されていれば差し支えありません。 

   ③ 職員の人員配置についても、通所介護若しくは地域密着型通所介護と国基準通所型サービス、基準緩和通     

所型サービスを合わせた利用者数に応じて必要な員数が配置されていれば差し支えありません。 
 

 【注意！】 

  ・ 通所介護若しくは地域密着型サービスと国基準通所型サービス、基準緩和通所型サービスを同一の拠点に 

   おいて運営している場合であっても、完全に体制を分離して行ったおり一体的に運営しているとは評価され 

   ない場合にあっては、人員、設備、備品について、それぞれが独立して基準を満たす必要があります。 

 

                       １２ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        １３ 

 



     

     

（１）   管理者  (要綱第１０条) 

   〇 管理者は、常勤であり、原則として専ら当該基準緩和通所型サービスに従事する者でなければなりません。 

     ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められる場合には、他の職務を兼ねることが 

    できます。 

    ① 当該指定基準緩和通所型サービス事業所の他の職務に従事する場合 

    ② 当該基準緩和通所型サービス事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合 

   〇 管理者は暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはなりません。 

 

    【ポイント】 

     ・ 他の場所にある事業所や施設の業務に従事することはできません。 

     ・ 同一敷地内であっても、別の法人が行う業務に従事することはできません。 

 

（２）   生活相談員 (要綱第９条) Ｐ３６参照 

   〇 指定基準緩和通所型サービスの提供日ごとに、１以上配置してください。 

   

   【ポイント】 

     ・ 生活相談員等は、次の１～５の資格要件のうち、いずれかに該当する者を配置してください。 

      ① 社会福祉主事(社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者 

      ② 介護福祉士 

      ③ 介護支援専門員 

      ④ 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で２年以上(勤務日数３６０日以上) 

       介護等の業務に従事した者(直接処遇員に限る) 

      ⑤ 一定の研修修了者 

     ※ 新規の指定申請時や定員の変更時等、勤務形態一覧表等で人員を確認する際には、上記の資格が 

      確認できる資格証等が必要となりますので、ご注意ください。 

     ※ ⑤の一定の研修修了者とは、この運営の手引きを用いて、事業所内で６時間程度の研修を実施し、 

      かつ｢研修受講に係る誓約書｣及び｢受講者名簿｣を提出した者を指します。     

    

 

                      １４ 



   

 

（３）   看護職員  (要綱第９条) 

○   必要数 

＜利用定員に基づいて配置＞ 

★  看護職員（看護師又は准看護師） 

・  単位ごとに、サービス提供日ごとに、専ら提供に当たる看護職員を１以上配置すること 

【ポイント】 

○  提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて参加者の

身体状態等を把握し、対応ができるものとする。 

○  また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が基準緩和型通所

型サービス事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看

護ステーションと基準緩和型通所型サービス事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な

連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。 

なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定基準緩和型通所型サービス事業所へ駆けつける

ことができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 

     

【平成 27 年度介護報酬改定に関する Q＆A（vol.1）（平成 27 年 4 月 1 日）】 

○看護職員の配置基準の緩和 

（問 50）病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごと

に事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間

が必要か。また、事業所へ駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範

囲までを想定しているのか。 

（回答）健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概

に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、

診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情

に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよ

う契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる

連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       １５ 



 

 

（４）   従事者  (要綱第９条) 

○ 必要数 

 ・  単位ごとに、サービス提供日ごとに、専ら提供に当たる介護職員を１以上配置すること 

・  利用定員２０人まで１人、１人増えるごとに常勤換算で０．１人分配置すること。 

・ 通所介護若しくは地域密着型通所介護、国基準通所型サービス、基準緩和通所型サービスを 

一体的に運営する場合、利用者の数が１５人を越えて、１６人目以降が基準緩和通所型サービス 

の利用者であった場合の従事者の配置は、１人増えるごとに常勤換算で０．１人分配置すること。 

   

（５）  用語の定義 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

                       １６ 



 

   

（１）  設備及び備品等  (要綱第１１条) 

   

     ※「消防法その他の法令等」について 
       利用者の安全を確保するため、通所介護事業所には、消火設備その他非常災害に際して必要な 
            設備の設置が必要です。 
       消防法のほか、建築基準法等においても建築物の防火等に係る規定が設けられています。 
       介護保険法の「地域密着型通所介護事業所」は、建築基準法の「児童福祉施設等」に該当します 
      ので、介護保険法令だけでなく、こうした関係法令に規定されている内容も満たす必要があります。 
       （詳細は建築士や伊勢原市役所 建築住宅課へご確認ください。） 
   

   

  

 

 

                        １７ 



 

     

    １ サービス開始の前に 

（１） 内容及び 手続の説明及び同意 (要綱第１２条) 

  

  

（２） 提供拒否の禁止 (要綱第１２条) 

 

 

（３） サービス提供困難時の対応 (要綱第１２条) 

 

                       １８ 



 

（４） 受給資格等の確認 (要綱第１２条) 

 
 

（５） 要支援認定等の申請に係る援助 (要綱第１２条) 

 

 

      ２ サービス開始に当たって 

（１） 心身の状況等の把握 (要綱第１２条) 

 

（２） 地域包括支援センター等との連携 (要綱第１２条) 

 

（３） 介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供 (要綱第１２条) 

 

（４） 介護予防サービス計画等の援助 (要綱第１２条) 

 

 

                        １９ 



 

 

 

（５） 基本方針 (要綱第１２条) 

 

 

（６） 具体的取扱方針 (要綱第１２条) 

 

 

（７） 基準緩和通所型サービス計画の作成 (要綱第１２条) 

 

 

                       ２０ 



 

      

 

 

 

 

                        ２１ 



 

   

   

   

                         ２２ 



 

 

（８）基準緩和通所型サービスとモニタリング  (要綱第５条) 

 

【ポイント】 

○  サービス計画にサービス提供期間を定め、その期間内に実施状況の把握（モニタリング）を行い、   

その結果について指定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に報告しなくてはなりません。 

○  管理者は利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定基準緩和通所型サービスの目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した基準緩和通所型サービス

計画を作成するものとされています。 

○  基準緩和通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿

って作成しなければなりません。 

○  管理者は、基準緩和通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

○  管理者は、基準緩和通所型サービス計画を作成した際には、当該基準緩和通所型サービス計画を利用者に交

付しなければなりません。 

○  指定基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、基準緩和通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生

活を営むのに必要な支援を行うものとされています。 

○  指定基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとされています。 

○  指定基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行うものとされています。 

○  管理者は、基準緩和通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも月に１回は、当

該基準緩和通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当

該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該

基準緩和通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当

該基準緩和通所型サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとされています。 

○  管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作

成した指定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に報告しなければなりません。 

○  管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準緩和通所型サービス計画の変更を行うものとさ

れています。なお、変更があった場合は作成時と同様の手順を踏む必要があります。 

 

【サービス提供する上で注意するポイント】 

【医行為について】 

○  医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者は、医行為を行うことはできませんが、医行為に該当す 

るか否かの判断は困難です。判断の際、次の通知を参考にしてください。 

⇒「医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の解釈について （平成１７

年７月２６日付け医政発第 0726005 号）」 

 

 

【指導事例】 

・ 月１回、モニタリングを実施していなかった。 

・ モニタリングの結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報告していなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ２３             



 

  ３ サービス提供時 

（１） サービス提供の記録 (要綱第１２条) 

   

     【ポイント】 

     ○ サービスの提供内容や当日の職員配置を記録してください。 

    (記録で確認できない場合、介護報酬の返還や減算となる場合があります) 

         サービス提供の記録は、次の点を参考にして作成してください。 

    ＜勤務体制について＞ 

     ・提供日ごと、単位ごとにどの職種にどの職員が勤務したのかがわかるようにしてください。 

     （生活相談員、従事者） 

    ＜利用者に対するサービス内容について＞ 

     ・サービスの提供開始時刻、終了時刻（日誌等にあらかじめ印字しておかないこと） 

 

（２） 利用料等の受領 (要綱第１２条) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       ２４ 



 

 

   ＜介護報酬の利用者負担分＞（１割及び２割若しくは３割） 

      ・利用者負担として、１割及び２割若しくは３割相当額の支払いを受けなければなりません。 

   （関連）「生活保護等の低所得利用者負担の軽減措置」 

 

 

 

（３） 利用者に関する市への通知 (要綱第１２条) 

      
 

（４）緊急時等の対応 (要綱第１２条) 

 

 

 

 

 

 

                       ２５ 



 

４ 事業所運営 

（１）管理者の責務 (要綱第１２条) 

 

（２） 運営規程 (要綱第１２条) 

 

 

 

 

 

                       ２６ 



 

（３） 勤務態勢の確保等 (要綱第１２条) 

 

（４）定員の遵守 (要綱第１２条) 

     
 

（５） 非常災害対策 (要綱第１２条) 

 

 

 

 

 

                       ２７ 



 

（６） 衛生管理等 (要綱第１２条) 

 

 【ポイント】 

〇 従事者に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。 

〇 食事の提供を行う場合には、食中毒対策が必要です。 

〇 入浴を行う場合には、レジオネラ症等の感染症対策が必要です。 

  ※ 衛生管理等について定期的な研修等を行うとともに、新規採用時には必ず感染症対策研修を実施 

   すること等が重要です。 

    また、研修の実施内容については記録が必要です。 

 

 

（７） 秘密保持等 (要綱第１２条) Ｐ９参照 

〇 従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。 

〇 過去に従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす  

 ことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

〇 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人 

 情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなりません。 

【ポイント】 

 〇 過去に従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら 

  すことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

  ※「必要な措置」とは 

    →従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に取り決め、 

例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきとされています。 

     〇 サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者や他のサービス事業者に対して利用者に関する 

      情報を提供することが想定されます。このことについて、あらかじめ、利用者に説明を行い、文書によ 

      り利用者から同意を得ておかなければなりません。 

     → 個人情報使用同意書 

    〇 個人情報保護法に基づく個人情報の取扱いについて 

      医療・介護保険事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成２２年９月１７ 

     日改正）が厚生労働省から出されています。 

 

 

 

 

                      ２８ 



                      

（８） 広告 (要綱第１２条) 

 

 

（９） 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 (要綱第１２条) 

 

 

（１０） 苦情処理 (要綱第１２条) 

 

 

                        ２９ 



 

（１１） 地域との連携 (要綱第１２条) 

 

 

（１２） 事故発生時の対応 (要綱第１２条) Ｐ１１参照 

 

【ポイント】 

 

①  事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知してください。 

②  どのような事故が起きた場合に伊勢原市又は他市町村に報告するかについて把握しておいてください。 
③  事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握しておいてくだ 
さい。 

       ④  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を 
         通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備してください。 

     

【具体的に想定されること】 

 〇 介護事故等について報告するための様式を整備する。  

 〇 介護職員その他の従事者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに 

  、事業所で定めた様式に従い介護事故等について報告する事。 

 〇 事業所において、報告された事例を集計し、分析すること。 

 〇 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をと 

  りまとめ、防止策を検討すること。 

 〇 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

 〇 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

→ 事故の報告は、伊勢原市に行うことになっています。利用者の保険者が、伊勢原市外の場合は事故報告の範 
     囲・方法について確認しておいてください。 

 

 

                       ３０ 

５年間保存 



詳細は、下記に掲載しています。 

 （掲載場所） 「伊勢原市ホームページのトップページ」http://www.city.isehara.kanagawa.jp/ 

        →「組織一覧」 

          → 保健福祉部・介護高齢課 

           → 事業者のみなさまへ 

            → 事故発生時の報告について 

             → 取扱要領、事故報告書 

 

（１３） 会計の区分 (要綱第１２条) 

 

 

（１４） 記録の整備 (要綱第１２条) Ｐ１０参照 

〇従事者、施設、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。 

〇記録の保存期間については、記録の種類に応じて次に掲げる期間の保存が必要です。 

（１） 基準緩和通所型サービス計画 

（２） 具体的なサービスの内容等の記録 

 

基準緩和通所サービスの提供の完結の日から５年間 

又は第１号事業給付費の受領の日から５年間のいず

れか長い期間 

（３） 市への通知に係る記録 

（４） 苦情の内容等の記録 

（５） 事故に係る記録 

 

基準緩和通所型サービス提供の完結の日から５年間 

（６） 第１号事業給付費の請求、受領書に係る書類 

（７） 利用者又は入所者から支払を受ける利用料の 

    請求、受領等に係る書類 

（８） 従業者の勤務の実績に関する記録 

（９） その他市長が特に必要と認める記録 

 

 

第１号事業給付費の受領の日から５年間 

 

（１５） 暴力団排除 (要綱第１２条) 

 
 

      ①伊勢原市暴力団排除条例（平成２３年伊勢原市条例第１２号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条 

    第２号に規定する暴力団 

                       ３１ 

http://www.city.isehara.kanagawa.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        ３２ 



     

   

   〇 基準緩和通所型サービスのサービス提供時間は、国基準通所型サービスよりも短い時間でサービス提供 
    します。  
     また、ここでいう基準緩和通所型サービスを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれません。 

    

 

     
 

 

 

                         ３３ 



 

 

サービス種類 対象 利用限度回数 提供時間 算定単位 １単位の単価 

基準緩和通所型 

サービス費 

事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

週１回程度 

国基準通所型 

サービスより 

短い時間 

１月につき 

１,１２４単位 

 

１０．５４円 

 

 
     通所型 

国基準 基準緩和 

訪問型 
国基準 〇 〇 

基準緩和 〇 〇 

 
     通所型 

国基準 基準緩和 

通所型 
国基準 × × 

基準緩和 × 一部可 

    

 

 

                        ３４ 



 

 

 

 
  〇 基準緩和通所型サービスの送迎は、「原則として実施しない」ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ３５ 



 

     

   

     

                         ３６ 



 

   

   
 

                        ３７ 



 

   

   

                        ３８ 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ３９ 



 

   

   

 

 

 

 

                        ４０ 


